
 

 

 

令和５年度 

 

あおぞら児童会 
 

入会案内 
 

 

高石市教育委員会 こども家庭課 

住所 高石市加茂 4 丁目 1 番 1 号 

電話 ２６５-１００１ （内線１３２８） 

   ２７５- ６４３８ （直通） 



 

1.あおぞら児童会 
○ 放課後等、留守家庭児童のために高石市教育委員会が実施している預かり保育です。 

○ 放課後等、子どもたちはあおぞら児童会の教室へ登会し、指導員の見守りのもと、

宿題をしたり、おやつを食べたり、教室内や運動場で遊んだり、本を読んだりして、

保護者から依頼のあった下会時刻まで過ごします。 

 

2. 入会の要件 
○ あおぞら児童会に入会申込みできるのは、次の（１）～（３）のすべてに該当する児

童とします。 

（１）本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者 

（２）保護者が労働、疾病等の理由により、昼間家庭で保育できない者 

   育休中は入会することはできません。 

（３）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校及び特別支援学校 

小学部に在籍している者 

 

3. 開設場所 
○ 高石・羽衣・高陽・取石・東羽衣・清高・加茂の各小学校内 

 

４.開設期間及び開設時間 
○ 開設期間  令和５年４月１日(土)～令和６年 3 月 3０日(土) 

○ 開設時間  

 基本保育時間 延長保育時間 

月曜日～金曜日 午後 1時～午後６時 午後６時～午後 7時 

土曜日 午前 8 時 30分～午後６時   

学校休業日 

（土曜日除く） 
午前 8時～午後６時 午後６時～午後 7時 

・土曜日及び学校休業日に午前 11時の時点で出席者が無しの場合は閉会します。 

・土曜日及び学校休業日に利用される方は、お弁当が必要です。 

・冬季は午後 5時を過ぎれば、原則お迎えが必要です。（１0月から 2月まで） 

・延長保育を利用される方は、お迎えが必要です。（年間） 

 

５.休会日 
  ○ 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 

  ○ 12月 29日から 31日まで 

  ○ 1月 2日及び 3日 



 

新規入会希望児童 1人につき各 1通 

６.募集人数 
○ 高石・高陽・清高・・・110名  羽衣・取石・加茂・・・各 165名 

東羽衣・・・・ 220名 

７.入会申込の受付 

○ 年度当初入会分の受付（令和５年 4 月 1日入会分） 

(1) 受付期間：令和５年 1月１６日（月）～１月２７日（金） 

         平日午前 9時～午後 5 時 30分（こども家庭課） 

         土曜日（1月 2１日）午前 9時～正午（こども家庭課） 

(2) 現在入会中の児童についても、令和５年 3 月 31 日に全員が自動的に退会と

なるため、新学年も児童会に入会を希望する場合は、新年度の入会申請が必要

です。 

(3) 各児童会申し込み多数の場合は、2 月１３日(月)午前 10 時から市役所本館 2

階正庁大会議室にて公開抽選を行います。抽選対象児童には別途連絡します。 

○ 年度途中の入会受付 

 (1) 市役所こども家庭課で随時受付をしています。 

(2) 定員を超えた場合は、待機となり、退会者等異動があった場合に、順次入会で

きる旨をご連絡いたします。ただし、この場合低学年児を優先いたします。 

 

８.入会申込時の必要書類 
○ 入会申込みは次の書類をそろえて申し込んでください。 

(1) あおぞら児童会入会申請書(表)・誓約書及び同意書(裏)【青色】 

→ 入会希望児童 1人につき 1通 

(2) 家庭で保育ができない理由を証明する書類 

（令和５年 4 月 1日現在就労していることがわかる証明書・診断書等） 

→ 保護者等１名につき１通 

   (3) あおぞら児童会口座振替依頼書【桃色】 

あおぞら児童会口座振替申込書【桃色】 

(4) 延長保育を希望される方は、あおぞら児童会延長保育利用申請書【黄緑色】 

      および、延長保育利用料口座振替依頼書、申込書【黄緑色】 

（ただし、急きょ利用される方は、後日提出可） 

※ 「ゆうちょ銀行」で口座振替する場合は、上記の桃色の用紙では受付できず、 

ゆうちょ銀行専用の用紙での手続きが必要です。（次ページ参照） 

受付時間 



 

９.保育料及び支払い方法 
 

項  目 金  額 支払方法 

基本保育料 
月額 6,000円 

（2人目以降 3,000円） 

 

口  座  振  替 

 

延長保育料 

日額 200円の利用された日数 

(1,600 円を超える場合は 1,600 円

が限度額、２人目以降は半額） 

口  座  振  替 

(翌月に基本保育料と併せて徴収） 

実  費 

（おやつ代等） 
月額 2,000円 児童会にて支払（現金） 

・その月の内 1 日でも登会している場合は、保育料、実費ともに１ヶ月分納付し

て頂きます。（月の途中で退会されても返金しません。） 

 

○ 口座振替による支払い方法 

口座振替により毎月月末（12月は 25日）に振替させて頂きます。 

ただし、その日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日になります。 

○ 取扱金融機関：三菱ＵＦＪ銀行・大阪信用金庫・池田泉州銀行 

三井住友銀行・りそな銀行 

関西みらい銀行・紀陽銀行・いずみの農業協同組合 

成協信用組合・近畿労働金庫・ゆうちょ銀行※ 

○ 残高不足等の理由で振替ができないときは、こども家庭課から通知のうえで納付書

による窓口収納になる場合がありますので、事前に預金残高の確認をお願いいたし

ます。 

※ ゆうちょ銀行での口座振替依頼について 

入会案内に同封している口座振替依頼書（桃色）とは用紙が異なります。希望の 

保護者は、ゆうちょ銀行の「自動払込利用申込書」の提出が必要となります。 

申込書はこども家庭課、または、各児童会にあります。 

 

○ 口座振替依頼書、自動払込利用申込書の提出先は取扱金融機関、または、こども家

庭課へ提出をお願いいたします。提出の際は口座名義人、銀行印の間違いにご注意

ください。 

○ 昨年度より口座登録をしていただいている方については、口座を継続させていただ

きますので、変更のある場合のみ再度ご提出ください。 



 

１０.保育料の減免 

○ 次の区分に該当する場合は、保育料が減額、または、免除されます。対象になると

思われる保護者は必要な書類を提出してください。 

 区   分 減免割合 必要提出書類 

1 
生活保護法の規定による保護をうけている世帯 100％ ① ② 

前年度の市町村民税非課税世帯 100％ ① ③ 

2 前年度の市町村民税が均等割のみの世帯 50％ ① ③ 

3 
前年度の市町村民税が均等割のみで 

なおかつひとり親家庭 
75％ ① ③ ④ 

4 
あおぞら児童会欠席届により届け出た欠席期間が

月の初日から末日までに及ぶとき 
100％ ① ⑤ 

5 
不慮の災害等により保育料の支払い能力を喪失し

たと認めたとき 
100％ ① ⑥ 

 

○ 必要提出書類 

①  減免申請書 

②  生活保護受給証明書 

③  令和４年度市民税課税証明書（※） 

〈令和４年 1 月 1日に住んでいた市区町村の税務課で発行〉 

④ ひとり親とわかる証明書 

〈児童扶養手当証書・ひとり親家庭医療証等〉 

⑤ 欠席届 

⑥  り災証明等 

 

※令和４年１月１日に高石市に住民票がある方については、同意書に署名の上、 

  市民税課税証明書を省く事が出来ます。 

 

○ 減免申請書配布場所：こども家庭課 

 

○ 提出先：こども家庭課 

 

○ 減免適用は申請月からとなります。ただし、新年度入会については 3 月末日までに

申請をお願いいたします。 

 

○ 減免を希望される方は、毎年『減免申請書』の提出が必要です。継続されませんの

でご注意ください。 

 

○ 減免申請を提出された方は、延長保育料についても同様に適用いたします。 



 

１１.入会の決定 
○ 年度当初の入会については、受付期間終了後、低学年児を優先し、入会を決定、３

月中旬頃に保護者あてに入会許可通知をします。受付期間内に定員に達した場合は

公開抽選により決定した後通知します。待機順位については、低学年児が優先され

ます。 

○ 年度途中での入会については、低学年児を優先し、入会を決定後、入会予定日の１週

間前頃に保護者あてに入会許可を通知します。 

○ 入会許可送付時に『あおぞら児童会調査票』『保険証の写し』を同封しますので、各

あおぞら児童会へ指定された期日までに提出してください。 

１２.傷害保険 
○ 入会された児童には、傷害保険に加入し、けが等に対応しています。 

   ※ 児童会活動中と登下会中の事故（治療日数１日目から適用） 

     入院日額 4,000円（180日限度）通院日額 1,500円（３0日限度） 

１３.長期欠席 
○ 家庭の都合で１ヵ月以上にわたり欠席するときは、欠席する前月末までに所定の『欠

席届』及び裏面の『減免申請書』を各あおぞら児童会またはこども家庭課へ提出して

ください。 

○ 欠席届は、年間何回でも提出することは可能ですが、連続の欠席は３カ月までです。

連続３カ月を超える欠席は退会となります。なお、令和６年１月からの連続３カ月や

３月末までの欠席は退会となります。 

１４.退会及び入会許可の取消 
○ 転出や保護者の退職などにより退会するときは、退会する前月末までに所定の『退 

会届』を各あおぞら児童会、または、こども家庭課へ提出してください。 

○ 入会開始までに、令和４年度以前の保育料を滞納されている時は入会申請ができな

いことがあります。 

○ 入会許可後であっても、次のいずれかに該当するときは、入会を取り消すことがあ

ります。 

・入会要件の(1)～(3)に該当しなくなったとき 

・正当な理由なく無断欠席が 1ヵ月以上続いたとき 

・正当な理由なく保育料を 3ヵ月以上滞納したとき 

・偽りその他不正の手段により入会許可を受けたとき 

・集団生活を乱し、児童会の運営に支障があると認められたとき 

１５.変更届 
○ 住所、氏名、電話番号、就職先、保護者名、保険証等に変更があった場合は、すみ

やかに『変更届』を各あおぞら児童会、または、こども家庭課へ提出してください。 

 



 

１６.自然災害時の対応 

○「暴風警報」「大雨特別警報」発令 

①登校（登会）時 

警報解除の状況 あおぞら児童会開始時刻 弁当 保護者の対応 

午前７時時点で発令中 休    会 ―  

午前７時までに解除 

長期休業中・代休 午前８時 ○ 通常通り 

土曜日 午前８時３０分 ○ 〃 

平日（授業あり） 午後１時 給食 〃 

（但し；被害状況により、給食が提供できない場合、休会） 

※学校の授業日は、学校が休校になれば、あおぞら児童会も休会です。 

（自然災害等で午前７時時点、JR 阪和線全線・ＪＲ東羽衣線・南海本線全線の３線全

部が運休している時、学校は休校です。） 

※学校の授業日以外（土曜日・長期休業中や代休）は、JR 阪和線全線・JR 東羽衣線・

南海本線全線の３線全部が運休していてもあおぞら児童会は開設します。 

※児童会開始後、１時間たっても児童の登会がない場合は、閉会します。 

   

② 登校（登会）後 

   保護者の対応 

課業中(授業がある)の場合 学校の指示に従う（引き渡し下校） 

土曜日・長期休業中の場合 発令後速やかにお迎え 

※保護者のお迎えがあるまでお預かりしますので、出来る限り速やかにお迎えに来てく

ださいますようご協力お願い致します。 

 

○大規模地震発生（震度 5 弱以上） 

① 在会中     避難後、速やかにお迎え（課業中は学校の指示に従う） 

② 登会・下会中  児童は原則自宅へ（但し、学校が近い、家にだれもいない場合は学  

校へ） 

③  登会前     自宅待機 

※ 震度にかかわらず、津波による避難勧告が出た場合、学校により避難場所が異なりま

すので、学校のマニュアルをご覧の上、お迎えをお願いします。 

 

○上記のような自然災害時は、延長保育料は発生しません。 

○大規模災害が発生した場合、あおぞら児童会から連絡があるまで臨時休会となります。 



 

１７．学級閉鎖時等の取り扱い 
○ 感染性疾患等に伴う学級閉鎖の場合、閉鎖学級の児童はあおぞら児童会へは登会でき

ません。 

 

１８.児童会との連絡 
○ あおぞら児童会の連絡ファイルは児童に毎日持たせ、下会時刻等必要な連絡事項を

記入してください。 

○ 急な欠席、登会や下会時刻の変更等は、必ず各あおぞら児童会へ電話連絡をしてく

ださい。 

電話番号（直通） 

高 石 A あおぞら児童会 266-6012 高 石 B あおぞら児童会 266-6033 

羽 衣 A あおぞら児童会 266-6010 羽 衣 B あおぞら児童会 266-6011 

羽 衣 C あおぞら児童会 26４-5163   

高  陽 A あおぞら児童会 266-6014 高  陽 B あおぞら児童会 26３-7865 

取  石 A あおぞら児童会 274-1191 取  石 B あおぞら児童会 274-1501 

取  石 Ｃ あおぞら児童会 27３-7880   

東羽衣 A あおぞら児童会 266-6015 東羽衣 B あおぞら児童会 266-6008 

東羽衣 Ｃ あおぞら児童会 264-3050 東羽衣 D あおぞら児童会 26２-2856 

清  高 Ａ あおぞら児童会 266-6020 清  高 B あおぞら児童会 266-6030 

加  茂 A あおぞら児童会 266-6013 加  茂 B あおぞら児童会 264-2000 

加  茂 Ｃ あおぞら児童会 266-6035   

           ※入会許可通知到着以前の児童会への連絡はご遠慮ください。 

１９.その他 
○ 土曜日、学校休業日の午前中に習い事等により、登会時間が遅れる場合は、『同意書』

が必要です。ただし、正午を過ぎての登会は認めていません。 

○ 所定の各種届出用紙はあおぞら児童会及びこども家庭課に備えています。必要な場

合は、申し出てください。 

○ 毎月月初め(８月は除く)に各あおぞら児童会より「おたより」が

配布されますのでご覧ください。また、必要に応じてこども家庭

課より「お知らせ」を配布します。内容を確認いただきますよう

お願いします。 


